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令和６年海審第５号 

裁    決 

旅客船Ａ火災事件 

 

  受  審  人  ａ２ 

    職  名 Ａ機関長 

    海技免許 三級海技士（機関）（機関限定） 

  補  佐  人  １人 

 

 本件について、海難審判所は、理事官岸尾光一出席のうえ審理し、次

のとおり裁決する。 

 

             主    文 

 

 受審人ａ２を戒告する。 

 

             理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和５年１２月２９日０６時３５分 

 鹿児島県悪石島南西方沖合 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 旅客船Ａ 

  総 ト ン 数 １,９５３トン 

  全 長 ９３.４７メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 
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   出 力 ７,５７２キロワット 

３ 事実の経過 

 (1) 設備及び性能等 

  ア 船体 

    Ａは、平成２９年１１月に進水し、鹿児島港といずれも鹿児島

県の口之島、中之島、諏訪之瀬島、平島、悪石島、小宝島及び宝

島所在の各港を経由して同県名瀬港を結ぶ航路を往復する一般旅

客定期航路事業に従事し、機関２機を有する中央船橋型鋼製貨客

船兼自動車渡船で、船体中央やや後方の車両甲板下に機関室が配

置され、船尾側が主機室、船首側が補機室として隔壁で区切られ

ており、主機室には右舷側に１号主機、左舷側に２号主機、補機

室には発電機関２台及び機関制御室がそれぞれ配置されていた。 

  イ 主機 

    主機は、Ｘ会社が製造した８ＤＣＭ―３２ｅ型と称する定格出

力３,７８６キロワット、同回転数毎分７５０で排気ガスタービン

式の過給機付４サイクル８シリンダディーゼル機関で、シリンダ

径が３２０ミリメートル、行程が４００ミリメートル、左舷側に

カム軸が、その上部のポンプ棚にタペット組込一体型のボッシュ

式燃料噴射ポンプ、燃料高圧管、漏油管、燃料油主管ブロック及

び燃料入口管等の燃料配管がそれぞれ配置され、それらの上部に

は防熱カバーが、上部左舷方に各気筒から過給機につながる排気

管が、後端に過給機が装備されていた。 

  ウ 燃料油系統 

    主機燃料油系統は、燃料油常用タンクから一次こし器、流量計、

燃料油空気分離機、自動逆洗式の二次こし器を順に介して右舷主

機、左舷主機に分岐し、各主機の燃料入口には、緊急時に補機室
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から遠隔で操作できる燃料危急遮断弁が装備されていた。 

    また、Ａは、燃料油としてＡ重油が使用され、機付の燃料油供

給ポンプによって加圧されて燃料油主管ブロックに送られ、同ブ

ロックのフランジ継手を経て各燃料噴射ポンプに供給されて燃料

高圧管を介して燃料噴射弁に、一部が圧力調整弁を経て同空気分

離機に戻るように配管されており、燃料噴射ポンプへの供給圧力

は０.３メガパスカルに調整され、同圧力が０.１５メガパスカル

以下に低下すると警報を発する設定となっていた。 

  エ 機関規則等 

    船舶機関規則第２章機関の一般要件の防熱措置等第９条第１項

には、機関の高温部分は火災の発生を防止し、又は取扱者に対す

る危険を防止するための防熱措置その他の適当な措置が講じられ

たものでなければならないと、船舶機関規則検査心得、附属書

（４）構造等の基準、８高温部分からの防護（２）には、燃料油

管装置、潤滑油管装置その他の油の管装置は、当該装置の破損等

により油が高温部分、吸気口その他の着火源に漏洩又は飛散しな

いように、防護壁、ラギング等の方法で防護措置を施さなければ

ならないとされ、Ａも、同規則を遵守する設計となっており、燃

料油管装置が破損しても、高温部分など着火源に燃料油が飛散し

ないように燃料油管装置の上部に防熱カバーが装備されていた。 

    さらに、主機の取扱説明書（操作編）には、安全上の注意での

油の引火に注意として、燃料油、潤滑油など、可燃性の油が高熱

部分に触れると、火災発生のおそれがある旨、保守、点検のため

に取り外したラギングや防熱カバー、可燃性油飛散防止処置及び

保護カバーは、作業終了後、必ず元通りに復旧を要する旨が記載

されていた。 
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 (2) 主機の整備状況 

   Ａは、これより先、令和５年１１月に入渠し、右舷主機が、１番

４番６番ピストン、１番４番クランクピン軸受、１番２番主軸受、

左舷主機が、全ピストン、１番４番クランクピン軸受、１番２番主

軸受をそれぞれ開放され、機関継続検査として受検し、両舷主機と

も燃料噴射ポンプの開放整備が実施されていた。 

   そして、Ａは、入渠工事後、右舷主機の燃料油系統から漏洩があ

ったことで、前任機関長によって点検を容易にするために防熱カバ

ーが取り外され、そのままの状態で運転されていた。 

 (3) 本件発生に至る経緯 

   Ａは、船長ａ１及びａ２受審人ほか１６人が乗り組み、令和５年

１２月２９日０２時００分名瀬港を発し、宝島及び小宝島に寄港し

て、旅客１１人を乗せ、乗用車１台及びコンテナ２個を積載し、船

首尾４.５５メートルの等喫水をもって、０５時５５分小宝島を離れ、

悪石島のやすら浜港に向かった。 

   ａ２受審人は、名瀬港を発航するに先立ち、主機の点検を容易に

するためにと防熱カバーを取り外した状態としていたが、同カバー

を取り外したままでも何ら障害は起きておらず機関の運転に支障な

いものと思い、既定どおりに防熱カバーを装着するなど、機関室の

防火措置を十分にとらなかった。 

   こうして、ａ２受審人は、防熱カバーを取り外したまま主機を運

転して、両舷主機を全速力前進の回転数毎分７００にかけプロペラ

翼角を２５度とし、０６時００分機関員に単独の機関当直を任せ、

悪石島南西方沖合を北上していたところ、いつしか左舷主機の燃料

噴射ポンプ燃料油入口フランジ継手のボルトが緩んで気密不良が発

生して、同フランジ継手から燃料油が噴出し、０６時３３分左舷主
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機燃料油入口圧力が低下したことによる、機関区域無人化船の設備

基準に従って食堂に設置された機関延長警報装置で主機関係の警報

が発生したのを認めて機関室に向かった。 

   Ａは、前示フランジ継手から霧状に噴出した燃料油が、過給機付

近の高温部に接触して発火し、０６時３５分悪石島灯台から２３４

度（真方位、以下同じ。）１０.８海里の地点において、機関室の火

災が発生した。 

   当時、天候は曇りで風力３の東北東風が吹き、潮候は上げ潮の末

期であった。 

   ａ２受審人は、機関室に到着して火災の発生を知ったものの、現

場ではどうすることもできず、機関員と共に船橋に避難した。 

   火災の結果、炭酸ガス消火装置による消火を試みたものの鎮火せ

ず、左舷主機のシリンダヘッド及び過給機消音器等並びに同機の上

方天井部に敷設されていた電路系統等に焼損を生じ、両舷主機が運

転できず運航不能となったが、来援した海上保安庁の巡視船等によ

って消火作業が続けられて鎮火したのち、鹿児島港に引き付けられ、

のち修理された。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件火災は、悪石島南西方沖合において、名瀬港を発航する際、機関

室の防火措置が不十分で、航行中、霧状に噴出した燃料油が過給機付近

の高温部に接触して発火したことによって発生したものである。 

 ａ２受審人は、悪石島南西方沖合において、名瀬港を発航する場合、

主機の点検を容易にするためにと防熱カバーを取り外した状態としてい

たのだから、燃料油が噴出したとしても火災が発生することのないよう、

既定どおりに同カバーを装着するなど、機関室の防火措置を十分にとる
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べき注意義務があった。しかし、同人は、防熱カバーを取り外したまま

でも何ら障害は起きておらず機関の運転に支障ないものと思い、機関室

の防火措置を十分にとらなかった職務上の過失により、防熱カバーを取

り外したまま主機を運転し、航行中、霧状に噴出した燃料油が過給機付

近の高温部に接触して発火し、火災が発生する事態を招き、左舷主機等

に焼損を生じさせるに至った。 

 以上のａ２受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和７年１２月２日 

     海難審判所 

        審 判 長 審 判 官  横  井  幸  治 

 

             審 判 官  永  本  和  寿 

 

             審 判 官  岩  﨑  欣  吾 

 

 


